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5月 13 日の通知により、県教委は「業者模試監督等の公務化」に踏み出しました。「地公

法第 38 条違反」の疑いがある中、学校現場ではこれにどう対処するのか戸惑いが見られま

す。高教組は「見解」を発表し、「公務化は地公法違反であり、今まで以上に問題を孕んで

いること」、「業者模試に係わる業務は業者が自ら行うこと」以外に解決の道はないことを指

摘しました。そして、現場からの報告・意見を踏まえて、5月 27日付で県教委に対して要求

書を提出し、交渉を求めています。 

 

 

 

高教組の要求は、「期限を切って、教職員が業者模試に直接携わらないようにすること」

ですが、当面、教職員の｢安心｣を保障することと勤務条件を守ることが大切と考えています。

個人の都合を無視して監督を無理強いしたり、ましてや職務命令などあってはなりません。

秋以降は、入札を利用して、監督等を派遣する業者を選ぶことを求めています。 

 

 

週休日に行った業者模試監督の振替は、可能な限り 1週間以内にとりましょう。県教委は

「授業日でもよい」と回答しています。どうしても取れない場合は、最大 16 週以内にとる

ことができますが、「夏休みや考査期間中の設定を前提にすることはあり得ない」と県教委

は高教組に回答しています。 

先頃行われた教頭会において、県教委が「振替は 16 週以内なので、夏休み等に設定すれ

ばよい」と説明したとの情報を得ました。事実ならば許し難い「二枚舌」です。万一夏休み

等に設定することを押し付ける管理職がいたときは、すぐに抗議するとともに、高教組まで

知らせてください。 
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2011 年 5 月 31 日 

兵庫高教組書記局 
業者模試に係わる業務の改善を求める要求書 

日頃は、兵庫の教育の発展のためにご尽力いただいていることに敬意を表します。 
貴委員会は県立高等学校が利用する業者模試の監督等の業務を公務であるとみなす通

知「模擬試験の実施に係る服務の取り扱いについて」を県立学校長宛に出しました。その

理由は、「営利企業等従事」と見なして申請・許可により週休日に実施するという従来の

やり方が、「社会通念上理解を得ることは困難」であるからとしています。この点に関し

ては、「監督等の業務は地方公務員法第 38 条違反であり営利企業等従事許可を行ってもそ

の違法性を免れることはできない」と高教組が従来から指摘してきたことであり、貴委員

会が今まで放置してきたことは厳しく批判されるべきです。 
本来業者模試に係る業務は業者に行わせれば何の問題もなく解決できるはずのことで

す。それを業者に求めることなくすませてきたことに最大の問題があります。大本を正さ

ず、「営利事業等従事」という小手先のごまかしですませ、それが耐えられないとなると

「教職員の公務である」というさらなる誤りを押し付けようとしています。その結果、地

公法違反の公金支出であるとの監査請求が認められ賃金カットされる可能性も否定でき

ないという問題が生まれています。この問題を明確に解決しない限り、教職員は「業者模

試に係る業務」に安心して携わることができず、学校現場は混乱します。 
大学受験に係る進路指導を業者模試に頼らざるを得ない状況は、日本の教育制度や社会

のあり方にまで還元される問題であり、一足飛びには解決できないわけですが、だからと

いって業者模試の監督等の業務が「教職員の公務である」とは、社会通念上認めがたいこ

とであり、地公法も禁止していることです。誰もが納得する解決を得るために、下記のこ

とを要求します。 
 

記 
 
1. 期限を切って、次のことを実施すること。 

(1) 業者模試に係る業務に教職員が携わることを禁止する通知を出すこと。 
(2) 業者模試に係る業務は業者が行うよう、業者に徹底すること。 

2. 今秋より次のことを実施すること。 
(1) 学校が模試業者を選定するにあたっては入札を実施すること。 
(2) 入札に当たって、次のことを条件とすること。 
① 集金業務を教職員が行わないこと。 
② 業者が模擬試験の監督を地公法 38 条に該当しない者から募集し、監督料を支払

うこと。 
③ 県立学校で実施する場合は、使用料を業者が支払うこと。 

3. 当面の方策 
(1) 業者模試に係る業務が原因で監査請求による賃金カットが行われないことを保障

すること。 
(2) 校長が監督等の業務を職務命令等で教職員に押し付けることがないように指導す

ること。 
(3) 週休日に行った業務に関して、振替を確実に実施するよう校長を指導すること。 

以上 
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